
 

 

  

所在地   東京都江東区青海１丁目３ 

用途地域  準工業地域・防火地域 

許容容積率  300% 

許容建ぺい率  80% （※指定 60%＋角地 10%＋耐火 10%） 

敷地面積  約 26,400㎡ 

建築基準法上の用途  観覧場、スポーツ練習場 等 

計画規模 

 容積対象面積 ：約 39,000㎡ 
 （計画容積率 ：約 150%） 
 延べ面積   ：約 45,000㎡ 
 建築面積    ：約 17,000㎡ 
  （建ぺい率  ：約 65%） 
 最高高さ   ：約 40m（地下 1階、地上 6階） 
 構造      ：S造（一部 SRC造、RC造） 
 収容人数   ：約 10,000人 
 （※サブアリーナ併用時最大約 13,000人） 
 駐車場台数  ：約 140台 

着工・竣工時期 
 着工：令和 5年（２０２３年）４月頃（予定） 
 竣工：令和 7年（２０２５年）６月頃（予定） 

臨海副都心青海地区における都市計画の変更 
令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ４ 日 

第１７３回品川区都市計画審議会資料 

【都市計画の種類】 

□地区計画・・・・・・・・変更（東京都決定） 

【計画地の位置】品川区東八潮、江東区青海一丁目及び青海二丁目各地内 

【区域面積】  約１１７ha 

【用途地域等(青海１区域の現況)】 

用途地域 指定容積率 建蔽率 防火・準防火地域 高度地区 日影規制 

準工業地域 300% 60% 防火地域 - - 

【背景・目的】 

 品川区と江東区に跨る臨海副都心青海地区は、平成３年１月に最初の地区計

画を定めており、その後、街区の開発計画の具体化に合わせて、順次、地区整
備計画を追加してきた。今回、江東区内に位置する青海１区域Ｔ２街区におけ
る新たな地区整備計画の策定を目的に変更する。また、併せて、上位計画であ
る「臨海副都心まちづくり推進計画」の一部見直しに伴う変更および建築基準
法の一部改正に伴う変更を行う。 

    
 

【上位計画】 

 臨海副都心まちづくり推進計画 
平成９年３月策定、平成１８年９月一部見直し 

平成２８年７月一部見直し 
 青海１区域・２区域を一体として広域型の商業施設や業務・商業施設の複合し

た施設を誘導し、「観光・交流を中心としたまち」を形成する。 

 土地利用計画図において、「業・商複合用地」に位置付けられている。 

【施設計画(案)概要】 
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【都市計画手続きの経過と予定】 
令和３年１１月３０日        都市計画原案説明会 

     １２月 ８日～２１日    都市計画原案縦覧 
 令和４年 ２月１８日        都市計画案説明会 

２月１７日～３月３日   都市計画案公告・縦覧 
      ３月２４日        品川区都市計画審議会 
      ５月中旬         東京都都市計画審議会《予定》 

 ６月中旬         都市計画決定・変更の告示《予定》 

【地区内詳細図】 

【これまでの経緯】 
平成３年１月   「区域の整備及び開発に関する方針」決定 
         青海地区Ｂ街区（青海ﾌﾛﾝﾃｨｱﾋﾞﾙ）, 
         青海地区Ｃ街区(ﾃﾚｺﾑｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ)「地区整備計画」決定 
平成４年７月～  Ｄ,Ｆ,ＧＨ－１,ＧＨ－２,ＬＭ,Ｂ－１,Ｆ－２,Ｉ,Ｆ１－Ｎ,    

 平成２１年６月   Ａ,Ｃ－１,Ｑ,Ｒ,Ｐ街区の地区整備計画を都市計画決定 
平成２６年１０月 青海地区Ｃ－２Ｓ街区（臨海地区特別支援学校） 
                                                「地区整備計画」決定 

外観イメージ 

配置図 

計画諸元 

【位置図】 



 

 
 
 

土地利用に関する基本方針および地区整備計画の変更 

地区整備計画区域の追加 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 項 旧 新 

再
開
発
等
促
進
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土地利用に

関する 

基本方針 

本地区を４つの区域に分けて、各々の特性に応

じた適切かつ良好な土地利用を実現する。 

① 青海地区北側（青海１区域・青海２区域）を

一体として広域型の商業施設や業務・商業施

設の複合した施設を誘導し、「観光・交流を

中心としたまち」を形成する。 

④ 青海地区全域の計画人口は、居住人口 

約１，５００人、就業人口約４２，０００人と

する。 

本地区を四つの区域に分けて、各々の特性に応

じた適切かつ良好な土地利用を実現する。 

① 青海地区北側（青海１区域・青海２区域）を

一体として広域型の商業施設や業務・商業の

複合した施設などを誘導し、「観光・交流を

中心としたまち」を形成する。 

④ 青海地区全域の計画人口は、居住人口 

約１，０００人、就業人口約４０，０００人と

する。 
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面積 約４７．１ｈａ 約５１．３ｈａ 

地区施設の

配置 

及び規模 

その他の

公共空地 

名称 幅員 延長 備考 

その他の

公共空地 

名称 幅員 延長 備考 

緑地 約２ｍ 約７０ｍ 新設 緑地１号 約２ｍ 約７０ｍ 新設 

― ― ― ― 緑地２号 約２ｍ 約１４０ｍ 新設 
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地区の 

区 分 

地区の名称 青海１区域Ｔ２街区 

地区の面積 約４．２ｈａ 

建築物等の用途の制限 

次の各号に掲げる用途の建築物は、建築してはならない。 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第６項各号に掲げる店

舗型性風俗特殊営業の用に供するもの 

２ 建築基準法別表第二（ぬ）項に掲げるもの 

建築物の容積率

の 最 高 限 度  
１０分の３０ 

建築物の敷地面積

の 最 低 限 度 
１．５ｈａ 

壁面の位置の制限 
建築物の外壁又はこれに代わる柱は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならな

い。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。 

建築物等の高さ

の 最 高 限 度  

１１０ｍ 

建築物の高さは、Ａ．Ｐ．からの高さによる。 

建築物等の形態又は色

彩その他の意匠の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原則として原色を避けるなど周辺環境

に配慮した意匠とする。 

都市計画の概要 
令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ４ 日 

第１７３回品川区都市計画審議会資料 
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■壁面の位置の制限 

■地区施設 

※東京都都市計画審議会を経て決定・告示予定 


